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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第55期

第３四半期連結
累計期間

第56期
第３四半期連結

累計期間
第55期

会計期間

自2020年
４月１日
至2020年
12月31日

自2021年
４月１日
至2021年
12月31日

自2020年
４月１日
至2021年
３月31日

売上高 （千円） 16,761,398 20,707,142 22,999,922

経常利益 （千円） 1,111,627 1,704,462 1,561,743

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
(千円） 932,421 1,221,161 1,489,491

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 792,359 1,822,193 1,362,361

純資産額 （千円） 16,169,425 18,046,116 16,739,255

総資産額 （千円） 24,497,046 29,729,681 25,577,432

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 138.78 181.81 221.66

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 138.37 181.28 221.01

自己資本比率 （％） 65.9 60.6 65.3

 

回次
第55期

第３四半期連結
会計期間

第56期
第３四半期連結

会計期間

会計期間

自2020年
10月１日
至2020年
12月31日

自2021年
10月１日
至2021年
12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 89.32 55.72

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等に

ついては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1）財政状態及び経営成績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、依然として新型コロナウイルス感染症の強い影響下に置か

れ、緊急事態宣言が９月末に解除されたことをきっかけとして消費活動が急回復したことなどにより景況感は改善

傾向を維持しましたが、足下においては新たな変異株による感染者数急増の影響が懸念されております。

　当社グループの属する電子部品業界におきましては、部品や原材料の供給不足により発生した発注の前倒しに対

する一時的な在庫調整が昨年末頃より一部で発生しております。しかしながら、全体としては引き続き世界経済の

回復と市場の拡大による中長期的な成長の途上であり、需要は高水準での推移が継続しております。

　このような状況下、当社グループは更なる品質の改善と製造工程の自動化・効率化による製造コスト低減を組織

的に推進し、売上及び収益力の向上に努めて参りました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。

 

ａ．財政状態

　当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ41億５千２百万円増加し、297億２千９百

万円となりました。

　当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ28億４千５百万円増加し、116億８千３百

万円となりました。

　当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ13億６百万円増加し、180億４千６百万

円となりました。

 

ｂ．経営成績

　当第３四半期連結累計期間の売上高は207億７百万円（前年同四半期比23.5％増）、営業利益は16億３千５百万

円（同47.4％増）、経常利益は17億４百万円（同53.3％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は12億２千１百

万円（同30.9％増）となりました。

 

　製品群別の業績は、次のとおりであります。

① ＩＣ・トランジスタ用リードフレーム

　当製品群は自動車向け、産業用機器向け及び民生用機器向けが主なものであります。前年同期の後半から需要は

回復に転じ、その後も自動車向けではＥＶ化の進行やＡＤＡＳ技術の発展と普及、その他の分野においてもＤＸや

ＧＸといった社会革新による追い風を受け、パワー半導体の需要が増加していることから好調を維持しておりま

す。その結果、当製品群の売上高は72億８千３百万円（前年同四半期比41.0％増）となりました。

② オプト用リードフレーム

　当製品群は、ＬＥＤ用リードフレームが主なものであります。海外の交通インフラ向けやアドバタイズメント用

途の屋外ディスプレイ向けなどを中心に増加しました。その結果、当製品群の売上高は27億６千９百万円(同

51.8％増)となりました。

③ コネクタ用部品

　当製品群は、自動車向け、モバイル端末向けが主なものであります。モバイル端末向け部品ではスマートフォン

向けがピークアウトした一方でウェアラブル端末向けが復調したほか、自動車向け部品の需要も堅調に推移しまし

た。その結果、当製品群の売上高は101億１千５百万円（同9.0％増）となりました。

④ その他

　その他の製品群としては、リレー用部品が主なものであります。当製品群の売上高は５億３千８百万円（同

7.5％増）となりました。
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(2）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」の中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

(3）経営方針・経営戦略等

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略について重要な変更はあり

ません。

 

(4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。

 

(5）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、７千３百万円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

(6）経営成績に重要な影響を与える要因

　当社グループを取り巻く事業環境は、世界的な新型コロナウイルス感染症の感染再拡大への不安が残りながら

も、経済活動の正常化に向けた動きは徐々に活発化しております。

　当社グループの受注環境は、リードフレームについては半導体や原材料の供給不安の影響を受けつつも、業況は

概ね好調に推移しております。当社製品の主な向け先であるパワー半導体は自動車のＥＶ化やＡＤＡＳ技術の発展

と普及、ＤＸやＧＸといった社会革新を支える重要な部品であることから、今後も中長期的に高い水準での需要成

長が見込まれます。

　コネクタ用部品は足下においてスマートフォン向け部品などで当期前半に発生した前倒し発注に対する一時的な

在庫調整と季節的要因によるピークアウトが顕れておりますが2022年モデル向け部品の生産準備などが本格化して

きており、ウェアラブル端末向けも需要が活発化していることなどから、短期的および中長期的な成長の予測に変

更はありません。

　このような環境下、当社グループは当社の強みである金属と樹脂の精密複合加工技術をベースとして過去の枠組

みにとらわれない新たな顧客の開拓を積極的に行い、全社一丸となって売上及び収益力の更なる向上に努めて参り

ます。

 

(7）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社グループの資金需要は主に大きく分けて運転資金需要と設備資金需要の二つがあります。

　運転資金需要のうち主なものは生産活動に必要な運転資金及び販売費及び一般管理費等の営業費用によるもので

あります。また、設備資金需要としましては生産性向上のための機械装置等固定資産購入によるものであります。

　当社グループは現在、運転資金につきましては、内部資金より充当し、不足が生じた場合は短期借入金で調達を

行っております。また、設備資金につきましては、設備資金計画に基づき調達計画を作成し、内部資金で不足する

場合は、長期借入金等により調達を行っております。また、金融機関には充分な借入枠を有しており、当社グルー

プの事業に必要な運転、設備資金の調達は今後も可能であると考えております。

　なお、海外子会社につきましては、運転資金、設備資金とも、直接現地金融機関等より調達を行っております。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 15,000,000

計 15,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2021年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（2022年２月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 6,865,360 6,865,360
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計 6,865,360 6,865,360 － －

（注）「提出日現在発行数」には、2022年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

　　年月日

発行済株式総

数増減数

　 （株）

発行済株式総数

残高（株）

資本金増減額

　　(千円)

　資本金残高

　　（千円）

資本準備金増

減額（千円）

資本準備金残

高（千円）

2021年10月１日～

2021年12月31日
－ 　6,865,360 － 　4,749,333 － 　5,059,724

 

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2021年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

①【発行済株式】

    2021年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 57,900 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 6,798,400 67,984 －

単元未満株式 普通株式 9,060 － －

発行済株式総数  6,865,360 － －

総株主の議決権  － 67,984 －

 

 

②【自己株式等】

    2021年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

株式会社エノモト
山梨県上野原市上野

原8154番地19
57,900 - 57,900 0.84

計 － 57,900 - 57,900 0.84

 

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2021年10月１日から2021

年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,324,727 4,489,558

受取手形及び売掛金 7,224,053 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － ※２ 7,936,116

商品及び製品 822,342 959,176

仕掛品 1,343,187 1,587,866

原材料及び貯蔵品 1,173,573 1,563,879

未収入金 140,596 303,808

その他 119,235 137,381

貸倒引当金 △4,282 △4,453

流動資産合計 14,143,434 16,973,334

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,744,827 10,928,088

減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,183,820 △6,425,625

建物及び構築物（純額） 2,561,007 4,502,462

機械装置及び運搬具 12,934,723 13,779,607

減価償却累計額及び減損損失累計額 △9,315,386 △9,944,571

機械装置及び運搬具（純額） 3,619,337 3,835,035

工具、器具及び備品 3,758,307 3,834,777

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,183,806 △3,531,641

工具、器具及び備品（純額） 574,500 303,135

土地 2,649,293 2,646,752

建設仮勘定 818,816 268,342

有形固定資産合計 10,222,955 11,555,728

無形固定資産 189,985 317,511

投資その他の資産   

投資有価証券 516,074 530,062

退職給付に係る資産 180,458 169,210

繰延税金資産 150,145 －

その他 202,429 211,884

貸倒引当金 △28,050 △28,050

投資その他の資産合計 1,021,057 883,106

固定資産合計 11,433,998 12,756,346

資産合計 25,577,432 29,729,681

 

EDINET提出書類

株式会社エノモト(E01989)

四半期報告書

 8/19



 

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,965,110 6,170,298

短期借入金 475,527 650,696

未払法人税等 158,047 115,266

賞与引当金 381,000 198,000

役員賞与引当金 40,000 45,000

その他 1,257,984 2,537,434

流動負債合計 7,277,669 9,716,695

固定負債   

長期借入金 722,610 1,024,313

繰延税金負債 32,998 55,366

退職給付に係る負債 253,844 287,862

役員退職慰労引当金 67,792 67,792

役員株式給付引当金 75,452 122,277

その他 138,100 139,547

再評価に係る繰延税金負債 269,710 269,710

固定負債合計 1,560,506 1,966,869

負債合計 8,838,176 11,683,564

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,749,333 4,749,333

資本剰余金 5,082,571 5,082,571

利益剰余金 7,508,326 8,321,040

自己株式 △148,233 △255,118

株主資本合計 17,191,997 17,897,826

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 29,369 38,226

土地再評価差額金 △400,976 △400,976

為替換算調整勘定 △96,295 503,966

退職給付に係る調整累計額 51 △8,035

その他の包括利益累計額合計 △467,850 133,180

新株予約権 15,109 15,109

純資産合計 16,739,255 18,046,116

負債純資産合計 25,577,432 29,729,681
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

売上高 16,761,398 20,707,142

売上原価 13,989,129 17,279,923

売上総利益 2,772,269 3,427,218

販売費及び一般管理費 1,663,725 1,792,198

営業利益 1,108,543 1,635,020

営業外収益   

受取利息 12,307 6,004

受取配当金 2,615 1,677

受取賃貸料 43,431 30,575

為替差益 － 15,944

その他 29,476 46,011

営業外収益合計 87,830 100,213

営業外費用   

支払利息 12,223 10,448

債権売却損 1,700 760

租税公課 6,123 4,879

為替差損 49,039 －

減価償却費 11,069 8,864

その他 4,590 5,818

営業外費用合計 84,747 30,771

経常利益 1,111,627 1,704,462

特別利益   

固定資産売却益 5,142 6,724

投資有価証券売却益 5,985 －

特別利益合計 11,128 6,724

特別損失   

固定資産売却損 13,462 4,999

固定資産除却損 13,668 6,532

投資有価証券評価損 1,128 －

特別損失合計 28,259 11,531

税金等調整前四半期純利益 1,094,495 1,699,655

法人税、住民税及び事業税 175,021 299,574

法人税等調整額 △12,946 178,918

法人税等合計 162,074 478,493

四半期純利益 932,421 1,221,161

親会社株主に帰属する四半期純利益 932,421 1,221,161
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

四半期純利益 932,421 1,221,161

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 18,153 8,856

為替換算調整勘定 △163,081 600,262

退職給付に係る調整額 4,865 △8,087

その他の包括利益合計 △140,062 601,031

四半期包括利益 792,359 1,822,193

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 792,359 1,822,193

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい

た「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示す

ることといたしました。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度

について新たな表示方法により組替えを行っておりません。

　さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従っ

て、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

　なお、収益認識会計基準等の適用による、当第３四半期連結累計期間の損益及び期首利益剰余金に与える影響

は軽微であります。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる時価の算定方法に重要

な変更はありません。

 

 

（追加情報）

（取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

　当社は、取締役等に対し信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。

(1）取引の概要

　当社は、取締役等を対象に、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的と

して、当社グループの業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高いインセンティブ制度（以下、「本

制度」といいます。）を導入いたしました。

　本制度は、当社が信託に対して金銭を拠出し、当該信託が当該金銭を原資として当社株式を取得し、当該

信託を通じて取締役等に対して、当社及び各対象子会社がそれぞれ定める株式給付規定に従って、業績達成

度に応じて当社株式を給付します。なお、取締役等が当社株式の給付を受ける時期は、原則として当該取締

役等の退任時となります。

(2）信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する会計処理

　当該信託契約に係る会計処理については、「従業員に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実

務上の取扱い」（実務対応報告30号　2015年３月26日）に準じて、総額法を適用しております。

　なお、株式給付規定に基づく取締役等に対する将来の当社株式の交付に備えるため、当第３四半期連結会

計期間末における株式給付債務の見込額にて役員株式給付引当金を計上しております。

(3）信託に残存する自社の株式

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除きます。）により、純資産の部

に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度76,516千円、

84千株、当第３四半期連結会計期間183,298千円、137千株であります。
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（四半期連結貸借対照表関係）

１　電子記録債権割引高

 
 前連結会計年度
（2021年３月31日）

 当第３四半期連結会計期間
（2021年12月31日）

電子記録債権割引高 127,396千円 －千円

 

※２　四半期連結会計期間末日満期手形等

　四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日または決済日をもって決済処理をしてお

ります。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形

等が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

 
前連結会計年度

（2021年３月31日）
当第３四半期連結会計期間

（2021年12月31日）

受取手形 －千円 2,753千円

電子記録債権 － 16,488

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 2021年４月１日
至 2021年12月31日）

減価償却費 1,154,416千円 1,219,751千円
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（株主資本等関係）

前第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月25日

定時株主総会
普通株式 238 35 2020年３月31日 2020年６月26日 利益剰余金

（注）2020年６月25日定時株主総会の決議による配当金の総額には、役員向け株式給付信託口が保有する配当金

3,150千円が含まれております。

 

当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月25日

定時株主総会
普通株式 272 40 2021年３月31日 2021年６月28日 利益剰余金

2021年10月29日

取締役会
普通株式 136 20 2021年９月30日 2021年12月６日 利益剰余金

（注）１．2021年６月25日定時株主総会の決議による配当金の総額には、役員向け株式給付信託口が保有する配当

金3,364千円が含まれております。

２．2021年10月29日取締役会の決議による配当金の総額には、役員向け株式給付信託口が保有する配当金

1,540千円が含まれております。

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自2020年４月１日　至2020年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

2021年４月１日　至2021年12月31日）

　　　当社グループの事業はプレス加工品関連事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
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（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 

　当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

（単位：千円）

 
ＩＣ・トランジ
スタ用リードフ

レーム

オプト用リー
ドフレーム

コネクタ用部品 その他 合計

量産品 7,099,988 2,724,502 9,861,921 531,394 20,217,807

金型・装置 183,177 45,480 253,227 7,450 489,334

顧客との契約から生じ
る収益

7,283,166 2,769,982 10,115,148 538,844 20,707,142

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 7,283,166 2,769,982 10,115,148 538,844 20,707,142

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年12月31日）

(1) １株当たり四半期純利益金額 138円78銭 181円81銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円） 932,421 1,221,161

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利

益金額（千円）
932,421 1,221,161

普通株式の期中平均株式数（株） 6,718,391 6,716,357

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 138円37銭 181円28銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（千

円）
－ －

普通株式増加数（株） 19,960 19,960

（うち新株予約権（株）） （19,960） （19,960）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

（注）役員向け株式給付信託が保有する当社株式を、「１株当たり四半期純利益金額」及び「潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております

（前第３四半期連結累計期間89千株、当第３四半期連結累計期間91千株）。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

2021年10月29日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）配当金の総額………………………………………136百万円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………20円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2021年12月６日

（注） 2021年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

２０２２年２月10日

株式会社エノモト

取締役会　御中

 

EY新日本有限責任監査法人

松本事務所

 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 天野　清彦

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 鯉沼　里枝

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エノ

モトの２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（２０２１年１０月

１日から２０２１年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（２０２１年４月１日から２０２１年１２月３１日

まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算

書及び注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エノモト及び連結子会社の２０２１年１２月３１日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての

重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど
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うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四

半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 

　（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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